
生活支援お米券の
配布について
高森町役場住民福祉課



■物価高騰の影響

・物価高騰の影響は、食料品や光熱費など、

日々の生活コストに及んでいます。

・特に私たちの主食であるお米などの基本的な

食材の価格が高騰しており家計への負担が

増加傾向にあります。

私たちの暮らしと食卓



事業の目的

家計の負担軽減

物価高騰による食費負担を軽減し、

町民の皆様の生活の安定を図ります。

地域経済の活性化

町内の取扱店での消費を促し、

地域の米屋や小売店を支援します。

農家の経営安定化

国産米の消費拡大を促し、

農業の振興や農業従事者の

経営安定化を支援します。

生活支援お米券（1,500円分）を配布します！



お米券について

配布対象者

お米券の配布を希望する方で高森町

の住民基本台帳に登録されて

いる世帯主

例）4人世帯の場合

⇒ 最大で4枚/月（6,000円分）まで

利用可能。

お米券の概要

１枚あたり1,500円分相当

1枚で5kg分のお米の購入に利用が可能

もち米も対象となります。

高森町公式LINEから電子クーポンを取得

※LINEによる申請が難しい場合は、紙のお米券も配布

令和７年１２月～令和８年３月まで

1人あたり毎月1枚

随時更新します。

金額

内容

期間

枚数

取得

取扱店舗



申請方法
・

利用方法



申請方法（LINEの場合）



申請方法（LINEの場合）



申請方法（LINEの場合）



申請方法（LINEの場合）



申請方法（LINEの場合）



申請方法（LINEの場合）



申請方法（LINEの場合）



申請方法（LINEの場合）



申請方法（LINEの場合）



利用方法（LINEの場合）



利用方法（LINEの場合）



利用方法（LINEの場合）



申請方法（紙の場合）

・世帯主ご本人が高森町役場住民福祉課へお越しください。

・必ず、本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）を

ご持参ください。

※代理人の方がお越しになる際は、代理人ご本人の本人確認

書類をご持参ください。

・本人確認完了後、世帯の人数分のお米券

を配布します。



利用方法（紙の場合）

不足分は現金などでお支払いください。

お支払いのときに、お米券を提示。利用者 取扱店舗



利用例①：5ｋｇ 4,300円のお米を購入

利用枚数 割引額 自己負担額 利用可否

1枚使用 1,500円 2,800円 ○

2枚使用 3,000円 1,300円 ×

5kgごとに1枚使用可能のため、5ｋｇに対して2枚使用することはできません。

使用枚数 割引額 自己負担額 使用可否

1枚使用 1,500円 6,700円 ○

2枚使用 3,000円 5,200円 ○

3枚使用 4,500円 3,700円 ×

利用例②：10ｋｇ 8,200円のお米を購入

5kgごとに1枚利用可能のため、10ｋｇに対して2枚利用することは可能。



利用枚数 割引額 自己負担額 利用可否

1枚ずつ使用 3,000円 5,600円 ○

利用例③：5ｋｇ 4,300円のお米を2袋（＝8,600円）購入

5kgごとに1枚利用可能のため、5ｋｇ×2袋に対して2枚利用することは可能。

5kg未満のお米の購入には利用できません。

利用例④：2ｋｇ 1,900円のお米を購入

利用枚数 割引額 自己負担額 利用可否

1枚使用 1,500円 400円 ×



5ｋｇ

5ｋｇ

利用方法まとめ



10ｋｇ

5ｋｇ

利用方法まとめ

5ｋｇ



注意事項



５kgごとに１枚利用可能です。

有効期間に限り利用可能です。

対象は国産米に限り、外国産米や備蓄米には利用できません。

もち米も対象となります。

お米券は、町内の取扱店舗のみで利用可能です。

お米券のみによる購入の場合は、おつりは出ません。

お米券は現金との換金はできません。

お米券で購入した商品は返品できません。

注意事項



■お米券全般に関すること

高森町役場住民福祉課

電話：0967-62-2911

■電子クーポンの申請・利用方法に関すること

高森町役場政策推進課

電話：0967-62-2913

お問合せ先

高森町ホームページ


